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推進体制に関する施策の取組状況

⑴　国の行政機関相互の連携・協力
　国の行政機関においては、推進会議、専門
委員等会議、関係省庁連絡会議などを活用
し、相互の連携・協力を図っている。
　専門委員等会議においては、平成18年12月
に第２回会合が開催され、基本計画の進捗状
況と３つの検討会の検討状況について、関係
府省庁から報告がなされた。19年６月に開催
された第３回会合では、３つの検討会の中間
取りまとめについて、各検討会の座長から報
告がなされた。
　推進会議においては、平成19年６月に第５
回会合が開催され、３つの検討会の中間取り
まとめについて事務局から報告され、了承さ
れた。
　関係省庁連絡会議においては、平成18年10
月に第３回幹事会が開催され、基本計画の進
捗状況について、関係府省庁から報告がなさ
れるとともに、内閣府から犯罪被害者週間に
対する協力依頼が行われた。19年５月に開催
された第４回幹事会では、３つの検討会の中
間取りまとめ、都道府県・政令指定都市犯罪
被害者等施策主管課室長会議（以下「主管課
室長会議」という。）などについて、内閣府
から説明が行われた。
　また、犯罪被害者等施策を総合的に推進す
るため、他の政策に係る中長期的方針などに
基づく各種施策についても、推進会議におけ
る施策の実施状況の検証・評価・監視などに
おいて、適切な連携を図ることとしている。

⑵　地方公共団体との連携・協力
内閣府において、地方公共団体における犯
罪被害者等施策の総合的な推進を図るため、
知事部局の窓口となる部局・体制を確認し、
当該窓口との間で、連携・協力・情報共有を
行っている。
平成17年12月の基本計画策定後、18年３月
に開催された平成17年度主管課室長会議など
の場において、都道府県・政令指定都市に対
し、基本計画の内容を説明するとともに、総
合的に対応できる部局の確定や体制づくりを
要請した。19年５月に開催された平成19年度
主管課室長会議では、業務を他部局に移管す
ることを検討している団体もあるものの、全
ての都道府県・政令指定都市において窓口部
局が設置され、体制が確保されていること
が確認された。また、同会議では、犯罪被害
者等施策の推進にあたって地方公共団体に求
められる役割についての有識者による講演、
先進的な取組を行っている地方公共団体から
の事例発表を行うとともに、関係府省庁から
国における犯罪被害者等施策の説明を行うな
ど、情報の共有を図った。
さらに、平成18年６月から関係府省庁と地

方公共団体の職員を対象とした「犯罪被害者
等施策メールマガジン」の配信を開始し、各
府省庁の犯罪被害者等施策、各地方公共団体
の先進的な取組事例の紹介など、情報の共有
を図っている。
同メールマガジンには、構造改革特別区域

における規制の特例措置の提案などを受け付
ける集中受付月間についても掲載し、構造改
革特別区域制度の活用の可能性について周知
を図った。
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